
資料 12－１ 水道の区分 
 
 

（   は水道法上の用語） 
 
 
                               （平成 13 年３月 31 日現在） 

 
水道事業            上水道事業 〔施設数：36〕 
一般の需要に応じて水を     計画給水人口 5,001 人以上 
供給する事業で計画給水     

 水道法適用   居住人口 101 人以上のもの   簡易水道事業〔施設数：240〕 
                           計画給水人口 101～5,000 人 

                 
                 
                 
                 
 

 (注)居住とは､滞在と異なり継続的であることを要する｡ 
    Ex･療養所入所者､旅館の従業者｡ 

･普通の病院の入院患者､旅館の宿泊客は､居住者ではない｡ 

 
 

 
                 
水     道         水道用水供給事業 
導管等により、         水道事業者に水道用水を供給する事業 
飲料水を供給す         
る施設の総体         専用水道                   〔施設数：72〕 
(臨時のものを除く)           居住者が 101 人以上の寄宿舎、住宅等の 

自家用水道 
 

簡易専用水道  
集合住宅などで水道事業から受水した 
水を供給するもので、受水槽の有効容 
量の合計が 10ｍ3を超えるもの 

 
 
 

県条例水道 
愛媛県水道条例にいう導管等 県 
により、50人以上の飲料水を 水 
供給する施設の総体     道  〔施設数：309〕 

水道法非適用   飲料水供給施設        条  
計画給水人口50人(特例10   例  
人)～100人で厚生省補助の 

                   もの 
 

一般飲用井戸    愛媛県飲用 
飲用井戸等    業務用飲用井戸   井戸等衛生 

小規模受水槽水道  対策要領 

 

 



 

資料 12－２ 監視項目 

番号 項目名 指針値 
測定 
回数 

超
過 
回
数 

番号 項目名 指針値 

測
定 
回
数 

超
過 
回
数 

１ 
ﾄﾗﾝｽｰ1.2- 
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

0.04mg/l以下 43 ０ 19 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.03mg/l以下 33 ０ 

２ ﾄﾙｴﾝ 0.6mg/l以下 43 ０ 20 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008mg/l以下 43 ０ 

３ ｷｼﾚﾝ 0.4mg/l以下 43 ０ 21 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.005mg/l以下 43 ０ 

４ 
P-ｼﾞｸﾛﾛ 
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

0.3mg/l以下 43 ０ 22 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 0.003mg/l以下 43 ０ 

５ 
1,2-ｼﾞｸﾛﾛ 
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 

0.06mg/l以下 43 ０ 23 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04mg/l以下 43 ０ 

６ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ 
ﾍｷｼﾙ 

0.06mg/l以下 33 ０ 24 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 0.05mg/l以下 43 ０ 

７ ﾆｯｹﾙ 0.01mg/l以下 37 ０ 25 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0.05mg/l以下 43 ０ 

８ ｱﾝﾁﾓﾝ 0.002mg/l以下 37 ０ 26 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 0.008mg/l以下 43 ０ 

９ ほう素 0.05mg/l以下 37 ０ 27 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 0.03mg/l以下 43 ０ 

10 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 0.07mg/l以下 37 ０ 28 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 0.0001mg/l以下 55 ０ 

11 ｳﾗﾝ 0.002mg/l以下 34 ０ 29 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 0.008mg/l以下 43 ０ 

12 
亜硝酸性窒

素 
0.05mg/l以下 43 ０ 30 EPN 0.006mg/l以下 43 ０ 

13 二酸化塩素 0.6mg/l以下 ０ ０ 31 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 0.2mg/l以下 34 ０ 

14 亜塩素酸ｲｵﾝ 0.6mg/l以下 ０ ０ 32 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 0.005mg/l以下 34 ０ 

15 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/l以下 33 ０ 33 
2,4-ｼﾞｸﾛﾛ 
ﾌｪﾉｷｼ酢酸 

0.03mg/l以下 34 ０ 

16 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/l以下 33 ０ 34 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 0.006mg/l以下 34 ０ 

17 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.3mg/l以下 33 ０ 35 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1pg-TEQ/l 16 ０ 

18 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾙ 0.08mg/l以下 33 ０      

注１  番号13～19は浄水、その他は原水の水質検査を行うこととなっている。 

  ２  水道水質管理計画で定められた頻度より多く検査を行っている監視地点もある。 

  ３  平成12年９月に二酸化塩素（番号13）及び亜塩素酸イオン（番号14）が追加され、

全部で35項目となっている。 
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